
一
頁

政
令
第
二
百
五
十
八
号

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び

第
七
項
、
第
五
十
四
条
第
八
項
、
第
五
十
六
条
第
十
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
及
び
第
十
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
第
六
項
か

ら
第
九
項
ま
で
及
び
第
十
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
方
税
法
施
行
令

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

附
則
第
三
十
一
条
の
見
出
し
中
「
範
囲
」
を
「
範
囲
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に

改
め
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

法
附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
替
家
屋
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
代
替
家
屋
」
と
い
う
。
）
に
個
人
で

あ
る
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
居
す
る
そ
の
者
の
三
親
等
内
の
親
族

附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

個
人
で
あ
る
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
従
前
土
地
所
有
者
」
と
い
う
。
）
の
三
親
等
内
の
親
族



二
頁

で
、
法
附
則
第
五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
代
替
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
で
当
該
従
前
の
土
地
に
代
わ
る
も

の
と
道
府
県
知
事
が
認
め
る
土
地
の
上
に
あ
る
代
替
家
屋
に
当
該
従
前
土
地
所
有
者
と
同
居
す
る
者
又
は
当
該
土
地
の
上

に
新
築
さ
れ
る
代
替
家
屋
に
当
該
従
前
土
地
所
有
者
と
同
居
す
る
予
定
で
あ
る
と
道
府
県
知
事
が
認
め
る
者

附
則
第
三
十
一
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３

法
附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

対
象
区
域
内
家
屋
（
法
附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
家
屋
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
同
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日
に
お
け
る
所
有
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

法
附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
代
替
家
屋
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
代
替
家
屋
」
と
い
う
。
）
に
個
人
で

あ
る
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
居
す
る
そ
の
者
の
三
親
等
内
の
親
族

四

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合



三
頁

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
対
象
区
域
内

家
屋
に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定
す
る
分
割

承
継
法
人

４

法
附
則
第
五
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

対
象
土
地
（
法
附
則
第
五
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
土
地
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
項
に
規

定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日
に
お
け
る
所
有
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

個
人
で
あ
る
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
対
象
土
地
所
有
者
」
と
い
う
。
）
の
三
親
等
内
の
親
族

で
、
法
附
則
第
五
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
代
替
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
で
当
該
対
象
土
地
に
代
わ
る
も
の

と
道
府
県
知
事
が
認
め
る
土
地
の
上
に
あ
る
代
替
家
屋
に
当
該
対
象
土
地
所
有
者
と
同
居
す
る
者
又
は
当
該
土
地
の
上
に

新
築
さ
れ
る
代
替
家
屋
に
当
該
対
象
土
地
所
有
者
と
同
居
す
る
予
定
で
あ
る
と
道
府
県
知
事
が
認
め
る
者

四

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分



四
頁

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
対
象
土
地
に

係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定
す
る
分
割
承
継
法

人

５

前
各
項
に
規
定
す
る
者
が
法
附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は

、
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
、
第
三
項
又
は
前
項
」
に
改
め
、
「
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
」
の
下

に
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
こ
れ
ら
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次

に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

法
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
で
あ
つ
て
、
用
途
の
廃
止
又
は
解
体
を
事
由
と
し
て
道
路
運
送
車
両
法

一
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
永
久
抹
消
登
録
が
さ
れ
た
も
の
又
は
同
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
も

の



五
頁

法
第
四
百
四
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
軽
自
動
車
（
二
輪
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
用
途
の
廃
止
又
は
解
体
を

二
事
由
と
し
て
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
も
の

３

法
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
（
法
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
を
い

う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
項
各
号
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日
に
お
け
る
所
有
者
（
法

第
百
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
対
象
区
域
内

用
途
廃
止
等
自
動
車
に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に

規
定
す
る
分
割
承
継
法
人



六
頁

４

法
附
則
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

対
象
区
域
内
自
動
車
（
法
附
則
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
自
動
車
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
同
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日
に
お
け
る
所
有
者
（
法
第
百
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
対
象
区
域
内

自
動
車
に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定
す
る
分

割
承
継
法
人

附
則
第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
手
続
）



七
頁

第
三
十
二
条
の
二

前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
が
法
附
則
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
同
項
に
規
定
す
る
道
府
県
の
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
附
則
第
五
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
自
動
車
の
所
有
者
（
法
第
百
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
）
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
当
該
対
象
区
域
内

自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
所
在
の
道
府
県
の
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
三
十
三
条
第
十
一
項
第
一
号
中
「
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
「
土
地
」
を
「
被
災
住
宅

用
地
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中
「
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
の
」
を
「
同
条
第
二
項
の
」
に
改
め
、
同
条
第

十
四
項
第
一
号
中
「
第
四
号
」
を
「
以
下
こ
の
項
」
に
、
「
当
該
家
屋
」
を
「
当
該
被
災
家
屋
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第

一
号
中
「
次
号
、
第
四
号
」
を
「
以
下
こ
の
項
」
に
、
「
当
該
償
却
資
産
」
を
「
当
該
被
災
償
却
資
産
」
に
改
め
、
同
条
第
二

十
一
項
を
同
条
第
三
十
項
と
し
、
同
条
第
二
十
項
中
「
又
は
第
十
七
項
」
を
「
、
第
十
七
項
、
第
二
十
項
、
第
二
十
三
項
又
は

第
二
十
六
項
」
に
、
「
第
十
二
項
」
を
「
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
九
項
と
し
、
同
条
第
十
九
項
の
次
に
次

の
九
項
を
加
え
る
。

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

20



八
頁

一

対
象
区
域
内
住
宅
用
地
（
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
住
宅
用
地
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

か
ら
第
二
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日
に
お
け

る
所
有
者
（
当
該
対
象
区
域
内
住
宅
用
地
が
共
有
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
持
分
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

個
人
で
あ
る
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
従
前
土
地
所
有
者
」
と
い
う
。
）
の
三
親
等
内
の
親
族

で
、
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
取
得
さ
れ
た
土
地
（
次
項
に
お
い
て
「
代
替
土
地
」
と
い
う
。
）
の
上

に
新
築
さ
れ
る
家
屋
に
当
該
従
前
土
地
所
有
者
と
同
居
す
る
予
定
で
あ
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
者

四

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
対
象
区
域
内

住
宅
用
地
に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定
す
る

分
割
承
継
法
人



九
頁

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
代
替
土
地
の
区
分
に
応
じ
、

21
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地
と
す
る
。

一

共
有
物
で
あ
る
土
地
以
外
の
土
地

従
前
土
地
所
有
者
（
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま

で
に
掲
げ
る
者
に
係
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
有
し
て
い
た
対
象
区
域
内
住
宅

用
地
の
面
積
（
当
該
対
象
区
域
内
住
宅
用
地
が
共
有
物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
対
象
区

域
内
住
宅
用
地
の
面
積
と
し
、
代
替
土
地
の
面
積
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
代
替
土
地
の
面
積
と
す
る
。
）
に

相
当
す
る
土
地

二

共
有
物
で
あ
る
土
地

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
有
し
て
い
る
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
代
替
土
地
の
面
積
（
従
前
土
地

所
有
者
が
有
し
て
い
た
対
象
区
域
内
住
宅
用
地
の
面
積
（
当
該
対
象
区
域
内
住
宅
用
地
が
共
有
物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
従
前
土
地
所
有
者
が
有
し
て
い
た
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
対
象
区
域
内
住
宅
用
地
の
面
積
）
を
超
え
る
場
合
は
、
当

該
面
積
）
の
合
計
に
相
当
す
る
土
地

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定

22
す
る
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第



一
〇
頁

三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
用
地
と
み

な
さ
れ
た
土
地
」
と
い
う
。
）
の
面
積
に
当
該
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
に
係
る
対
象
区
域
内
住
宅
用
地
の
う
ち
平
成

二
十
三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
も
の
の
面
積
の
当
該
対
象
区
域
内
住
宅
用

地
の
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
相
当
す
る
土
地
と
す
る
。

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

23
一

対
象
区
域
内
家
屋
（
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
二

十
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日
に
お
け
る
所
有
者

（
当
該
対
象
区
域
内
家
屋
が
共
有
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
持
分
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
取
得
さ
れ
た
家
屋
に
個
人
で
あ
る
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
居
す
る
そ
の

者
の
三
親
等
内
の
親
族

四

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分



一
一
頁

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
対
象
区
域
内

家
屋
に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定
す
る
分
割

承
継
法
人

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
屋

24
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

区
分
所
有
に
係
る
家
屋
及
び
共
有
物
で
あ
る
家
屋
以
外
の
家
屋

当
該
家
屋
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
例
適
用
家

屋
」
と
い
う
。
）
に
係
る
固
定
資
産
税
額
（
特
例
適
用
家
屋
が
法
附
則
第
十
五
条
の
六
か
ら
第
十
五
条
の
九
ま
で
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
家
屋
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
後
の
額
）
又
は
都
市
計
画
税
額
に
、
対
象
区
域
内
家
屋

の
床
面
積
（
当
該
対
象
区
域
内
家
屋
が
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
所
有
し
て

い
た
当
該
対
象
区
域
内
家
屋
の
専
有
部
分
の
床
面
積
と
し
、
当
該
対
象
区
域
内
家
屋
が
共
有
物
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
に

掲
げ
る
者
が
有
し
て
い
た
当
該
対
象
区
域
内
家
屋
に
係
る
持
分
の
割
合
を
当
該
対
象
区
域
内
家
屋
の
床
面
積
に
乗
じ
て
得

た
面
積
と
す
る
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
特
例
適
用
家
屋
の
床
面
積
で
除
し
て
得
た
数
値
（
当
該



一
二
頁

数
値
が
一
を
超
え
る
場
合
は
、
一
）
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額

二

区
分
所
有
に
係
る
家
屋

当
該
家
屋
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
例
適
用
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
専
有
部
分
に
係
る

区
分
所
有
者
が
法
第
三
百
五
十
二
条
又
は
第
七
百
二
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
義
務
を
負
う
も
の
と
さ
れ
る
固
定

資
産
税
額
（
特
例
適
用
家
屋
が
法
附
則
第
十
五
条
の
六
か
ら
第
十
五
条
の
九
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
家
屋
で
あ
り

、
か
つ
、
当
該
専
有
部
分
が
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
部
分
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
後
に
当
該

区
分
所
有
者
が
納
付
す
る
義
務
を
負
う
も
の
と
さ
れ
る
額
）
又
は
都
市
計
画
税
額
に
、
対
象
区
域
内
家
屋
の
床
面
積
を
当

該
特
例
適
用
家
屋
の
専
有
部
分
の
床
面
積
で
除
し
て
得
た
数
値
（
当
該
数
値
が
一
を
超
え
る
場
合
は
、
一
）
を
そ
れ
ぞ
れ

乗
じ
て
得
た
額

三

共
有
物
で
あ
る
家
屋

当
該
家
屋
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
例
適
用
家
屋
」
と
い
う
。
）
に
係
る
固
定
資
産
税
額

（
特
例
適
用
家
屋
が
法
附
則
第
十
五
条
の
六
か
ら
第
十
五
条
の
九
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
家
屋
で
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
後
の
額
）
又
は
都
市
計
画
税
額
に
、
対
象
区
域
内
家
屋
の
床
面
積
（
当
該
対
象
区
域
内
家
屋
の
床

面
積
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
る
特
例
適
用
家
屋
に
係
る
持
分
の
割
合
を
当
該
特
例
適
用
家
屋
の

床
面
積
に
乗
じ
て
得
た
面
積
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
面
積
）
を
当
該
特
例
適
用
家
屋
の
床
面
積
で
除
し
て
得
た
数
値
を



一
三
頁

そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
対
象
区
域
内
家
屋
で
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
で
あ
る
も
の
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
家

25
屋
に
共
用
部
分
が
あ
る
と
き
の
同
項
の
床
面
積
等
の
算
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

26
一

対
象
区
域
内
償
却
資
産
（
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
償
却
資
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

及
び
第
二
十
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日
に
お
け
る
所

有
者
（
当
該
対
象
区
域
内
償
却
資
産
が
共
有
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
持
分
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）

二

対
象
区
域
内
償
却
資
産
が
法
第
三
百
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
共
有
物
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お

け
る
当
該
対
象
区
域
内
償
却
資
産
の
買
主

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相

続
が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

四

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

法
人
又
は
分
割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お



一
四
頁

け
る
そ
の
合
併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り

対
象
区
域
内
償
却
資
産
に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三

に
規
定
す
る
分
割
承
継
法
人

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
東
日
本
大
震
災
に
際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ

27
た
市
町
村
の
区
域
（
東
京
都
の
区
域
を
除
く
。
）
と
す
る
。

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
部
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

28
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る
。

一

対
象
区
域
内
償
却
資
産
が
共
有
物
で
あ
る
場
合
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

第
二
十
六
項
第
一
号
に
掲
げ

る
者
が
有
し
て
い
た
対
象
区
域
内
償
却
資
産
に
係
る
持
分
の
割
合
に
よ
つ
て
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る

取
得
さ
れ
た
償
却
資
産
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
代
替
償
却
資
産
」
と
い
う
。
）
の
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
と
し
た

場
合
の
代
替
償
却
資
産
に
係
る
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
部
分

二

代
替
償
却
資
産
が
共
有
物
で
あ
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

第
二
十
六
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
次
号

に
お
い
て
「
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
有
し
て
い
る
代
替
償
却
資
産
に
係
る
持
分
の
割
合
の
合
計
に
応
ず
る
部
分



一
五
頁

三

対
象
区
域
内
償
却
資
産
及
び
代
替
償
却
資
産
が
い
ず
れ
も
共
有
物
で
あ
る
場
合

各
特
例
対
象
者
が
有
し
て
い
る
代
替

償
却
資
産
に
係
る
持
分
の
割
合
（
当
該
持
分
の
割
合
が
第
二
十
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
有
し
て
い
た
対
象
区
域
内
償

却
資
産
に
係
る
持
分
の
割
合
を
超
え
る
場
合
は
、
対
象
区
域
内
償
却
資
産
に
係
る
持
分
の
割
合
）
の
合
計
に
応
ず
る
部
分

附
則
第
三
十
四
条
第
三
項
中
「
又
は
前
二
項
」
を
「
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
、
第
五

項
、
第
七
項
若
し
く
は
前
項
」
に
、
「
第
三
項
」
を
「
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に

次
の
六
項
を
加
え
る
。

３

法
附
則
第
五
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

原
動
機
付
自
転
車
で
あ
つ
て
法
第
四
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
用
途
を
廃
止
し
又
は
解
体
し
た
旨
の
申
告
書

又
は
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の

二

軽
自
動
車
（
二
輪
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
用
途
の
廃
止
又
は
解
体
を
事
由
と
し
て
軽
自
動
車
届
出
済
証
（
軽
自

動
車
の
使
用
者
が
道
路
運
送
車
両
法
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
い
う
。

）
が
地
方
運
輸
局
長
又
は
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局
長
に
返
納
さ
れ
た
も
の

三

二
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ
つ
て
用
途
の
廃
止
又
は
解
体
を
事
由
と
し
て
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定



一
六
頁

に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
も
の

４

法
附
則
第
五
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
（
法
附
則
第
五
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪

自
動
車
等
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
項
各
号
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日
に
お
け

る
所
有
者
（
法
第
四
百
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
対
象
区
域
内

用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号

分
割
承
継
法
人

の
三
に
規
定
す
る

５

法
附
則
第
五
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。



一
七
頁

一

対
象
区
域
内
二
輪
自
動
車
等
（
法
附
則
第
五
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
二
輪
自
動
車
等
を
い
う
。
第
三

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日
に
お
け
る
所
有
者
（
法
第
四
百
四
十
二

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
対
象
区
域
内

二
輪
自
動
車
等
に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定

す
る
分
割
承
継
法
人

６

法
附
則
第
五
十
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
小
型
特
殊
自
動
車
で
あ
つ
て
法
第
四
百
四
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
用
途
を
廃
止
し
又
は
解
体
し
た
旨
の
申
告
書
又
は
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

７

法
附
則
第
五
十
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。



一
八
頁

一

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
（
法
附
則
第
五
十
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小

型
特
殊
自
動
車
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
項
各
号
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日
に

お
け
る
所
有
者
（
法
第
四
百
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
対
象
区
域
内

用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二

号
の
三
に
規
定
す
る
分
割
承
継
法
人

８

法
附
則
第
五
十
七
条
第
九
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

対
象
区
域
内
小
型
特
殊
自
動
車
（
法
附
則
第
五
十
七
条
第
九
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
小
型
特
殊
自
動
車
を
い
う
。

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日
に
お
け
る
所
有
者
（
法
第
四
百
四



一
九
頁

十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
対
象
区
域
内

小
型
特
殊
自
動
車
に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規

定
す
る
分
割
承
継
法
人

附
則
第
三
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
附
則
第
五
十
七
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
（
法
第

10
四
百
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
）
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を

当
該
対
象
区
域
内
軽
自
動
車
等
の
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則



二
〇
頁

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
第
三
号
及

び
第
二
項
第
三
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
地
方
税
法
附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
代
替
家
屋
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
代
替
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動

産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
一
日
に
お
け
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
一
日
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す

る
た
め
の
地
方
税
法
及
び
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
に

規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
同
年

三
月
十
二
日
に
お
い
て
同
法
附
則
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
示
（
避
難
の
た
め
の
立
退
き
に
係
る
も
の



二
一
頁

に
限
る
。
）
の
対
象
区
域
で
あ
っ
た
区
域
は
、
新
令
附
則
第
三
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
三
十
二
条
第
三
項
か

ら
第
五
項
ま
で
、
第
三
十
二
条
の
二
、
第
三
十
三
条
第
二
十
項
か
ら
第
二
十
六
項
ま
で
、
第
二
十
八
項
及
び
第
二
十
九
項
並

び
に
第
三
十
四
条
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
年
三
月
十
一
日
か
ら

警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
令
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

附
則
第
三
十
一
条
第

法
附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ

三
項

す
る
政
令
で
定
め
る
者

る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
地
方
税
法
及
び
東
日
本
大

震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

三
年
法
律
第
九
十
六
号
。
以
下
「
地
方
税
法
等
改
正
法

」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す

る
政
令
で
定
め
る
者



二
二
頁

法
附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

す
る
対
象
区
域
内
家
屋

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規

定
す
る
対
象
区
域
内
家
屋

同
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

示
が
行
わ
れ
た
日

法
附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

す
る
代
替
家
屋

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規

定
す
る
代
替
家
屋

附
則
第
三
十
一
条
第

法
附
則
第
五
十
一
条
第
四
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

四
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
一
条
第
四
項

同
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

示
が
行
わ
れ
た
日

附
則
第
三
十
一
条
第

前
各
項

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
地
方
税
法
施
行
令
の
一



二
三
頁

五
項

部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
五

十
八
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
項
若
し

く
は
前
項

か
ら
第
四
項
ま
で

若
し
く
は
第
二
項
又
は
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項

附
則
第
三
十
二
条
第

法
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

三
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項

同
項
各
号
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

定
指
示
が
行
わ
れ
た
日

附
則
第
三
十
二
条
第

法
附
則
第
五
十
二
条
第
三
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

四
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
二
条
第
三
項



二
四
頁

同
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

示
が
行
わ
れ
た
日

附
則
第
三
十
二
条
第

第
一
項
、
第
三
項
又
は

第
一
項
又
は
改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

五
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
項
若
し
く
は

法
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
か
ら
第

法
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
地
方
税
法
等
改
正
法

三
項
ま
で

附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

法
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項

附
則
第
三
十
二
条
の

前
条
第
四
項

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

二
第
一
項

さ
れ
る
前
条
第
四
項

法
附
則
第
五
十
四
条
第
三
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
四
条
第
三
項

附
則
第
三
十
二
条
の

法
附
則
第
五
十
四
条
第
七
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

二
第
二
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
四
条
第
七
項



二
五
頁

附
則
第
三
十
三
条
第

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
三
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

二
十
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
三
項

同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
警
戒
区

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日

附
則
第
三
十
三
条
第

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
三
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

二
十
一
項
及
び
第
二

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
三
項

十
二
項

附
則
第
三
十
三
条
第

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
四
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

二
十
三
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
四
項

同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
警
戒
区

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日

附
則
第
三
十
三
条
第

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
四
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

二
十
四
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
四
項



二
六
頁

附
則
第
三
十
三
条
第

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
五
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

二
十
六
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
五
項

同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
警
戒
区

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日

附
則
第
三
十
三
条
第

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
五
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

二
十
八
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
五
項

附
則
第
三
十
三
条
第

、
第
十
七
項
、
第
二
十
項
、
第
二
十

若
し
く
は
第
十
七
項
又
は
改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

二
十
九
項

三
項
又
は
第
二
十
六
項

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
項
、
第
二
十

三
項
若
し
く
は
第
二
十
六
項

第
十
五
項
ま
で

第
十
二
項
ま
で
又
は
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
六
条
第
十
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で

附
則
第
三
十
四
条
第

法
附
則
第
五
十
七
条
第
六
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み



二
七
頁

四
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
七
条
第
六
項

同
項
各
号
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

定
指
示
が
行
わ
れ
た
日

附
則
第
三
十
四
条
第

法
附
則
第
五
十
七
条
第
七
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

五
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
七
条
第
七
項

同
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

示
が
行
わ
れ
た
日

附
則
第
三
十
四
条
第

法
附
則
第
五
十
七
条
第
八
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

七
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
七
条
第
八
項

同
項
各
号
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

定
指
示
が
行
わ
れ
た
日

附
則
第
三
十
四
条
第

法
附
則
第
五
十
七
条
第
九
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

八
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
七
条
第
九
項



二
八
頁

同
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

示
が
行
わ
れ
た
日

附
則
第
三
十
四
条
第

、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第

若
し
く
は
改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

九
項

一
項
、
第
二
項
、
第
四
項

え
て
適
用
さ
れ
る
附
則
第
三
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は

第
四
項
又
は
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
改
正

令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
第
四
項

第
九
項
ま
で

第
三
項
ま
で
又
は
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十

七
条
第
四
項
か
ら
第
九
項
ま
で

附
則
第
三
十
四
条
第

法
附
則
第
五
十
七
条
第
十
三
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

十
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
七
条
第
十
三
項



二
九
頁

理

由

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
地
方
税
法
及
び
東
日
本
大
震
災
に
対
処

す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け

る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
係
る
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
取
得
税
、
自
動
車
税
、
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画

税
等
の
課
税
の
特
例
措
置
に
関
す
る
細
目
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


